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１ 指定管理者候補の選定について 

行政改革推進本部において、環境農政局及び県土整備局が設置する外部評価委員会の

評価を踏まえ、神奈川県立のビジターセンターなど５募集単位の指定管理者候補を選定

した。 

   

２ 行政改革推進本部の開催状況 

(1) 構成員 

知事、副知事、政策局長、総務局長（総務局副局長が代理出席）、環境農政局長、

県土整備局長等 

(2) 説明者 

政策局長、環境農政局長、県土整備局長及び事務局（行政管理課長） 

(3) 陪席者 

政策局副局長、政策部長、組織人材部長、財政部長、自然環境保全課長、公共住宅

課長等 

(4) 開催日 

平成28年５月13日（金） 
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（参考）行政改革推進本部までの選定経過 

外部評価委員会 

・構成員 

有識者等５名（原則として、学識経験者、経理に識見を有する者、法務に識見を

有する者、公の施設の事業内容に精通した者、施設利用者代表等から選任） 

・開催状況 

局名 施設名 外部評価委員会名称 
開催 
回数 

開催日 

環
境 

農
政
局 

神奈川県立のビジターセンター
（秦野ビジターセンター及び西丹
沢ビジターセンター） 

神奈川県立のビジターセ
ンター指定管理者外部評
価委員会 

２回 
・10月16日（金） 
・４月21日（木） 

県
土 

整
備
局 

県営住宅等（横浜等地域ほか３
地域） 

神奈川県県土整備局指定
管理者選定審査委員会 
住宅部会 

７回 

・10月19日（月） 
・３月22日（火） 
・３月24日（木） 
・４月７日（木） 
・４月14日（木） 
・４月21日（木） 
・４月28日（木） 

・外部評価の状況 

申請団体から提出された申請書について、選定基準に沿って書面評価及び面接評

価を行った。 
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３ 行政改革推進本部における選定結果 

 

施設番号１：神奈川県立のビジターセンター（秦野ビジターセンター及び西丹沢ビジターセ

ンター） 

(1) 指定管理者候補選定理由 

指定管理者候補 公益財団法人神奈川県公園協会 

選定 

理由 

神奈川県立のビジターセンター指定管理者外部評価委員会での評価結果を

確認したところ、選定基準に沿った適切な評価が行われている。 

２施設を一体的に管理する節減を反映した積算価格となっている中で、管

理経費の節減努力をしつつ、「サービスの向上」の「施設の利用促進のため

の企画・取組」では、全般にわたって、提案内容について良好な評価が得ら

れ、この点は高く評価できる。 

(2) 神奈川県立のビジターセンター指定管理者外部評価委員会の評価点 

順

位 
団体名（所在地） 

選定基準大項目別点数 
合計点 

 

(100点) 

サービス 
の向上 
 

(50点) 

管理 
経費の 
節減等 
(30点) 

団体の
業務遂
行能力 
(20点) 

１ 
公益財団法人神奈川県公園協会 

（横浜市） 
４０ ９ １６ ６５ 

 

 (3) 行政改革推進本部における選定結果 

公益財団法人神奈川県公園協会を指定管理者候補として選定する。 
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施設番号２：県営住宅（横浜等地域） 

 (1) 指定管理者候補選定理由 

指定管理者候補 株式会社東急コミュニティー 

選定 

理由 

神奈川県県土整備局指定管理者選定審査委員会住宅部会（外部評価委員会

）での評価結果を確認したところ、選定基準に沿った適切な評価が行われ、

順位が付けられている。 

外部評価委員会の評価どおり、株式会社東急コミュニティーの提案は、居

住者への公平・公正なサービスの提供や財政的な能力、個人情報保護やコン

プライアンスに関する取組みなどが高く評価できる。 

また、一般社団法人かながわ土地建物保全協会の提案は、維持修繕等の業

務を的確に行うことができる優れた実施体制、地域団体との積極的な連携、

管理経費の節減などが高く評価できる。 

以上のことから、両者とも指定管理者として十分な能力を有していると考

えられるが、管理戸数の多い横浜等地域においては、株式会社東急コミュニ

ティーが持つバックアップ体制がより生かされることを高く評価し、外部評

価委員会の評価どおり、第１順位を株式会社東急コミュニティーに、第２順

位を一般社団法人かながわ土地建物保全協会とし、株式会社東急コミュニテ

ィーを指定管理者候補としたい。 

(2) 神奈川県県土整備局指定管理者選定審査委員会住宅部会の評価点 

順

位 
団体名（所在地） 

選定基準大項目別点数 
合計点 

 

(100点) 

サービス 
の向上 
 

(50点) 

管理 
経費の 
節減等 
(30点) 

団体の
業務遂
行能力 
(20点) 

１ 
株式会社東急コミュニティー 

（東京都世田谷区） 
４０ ２８ １８ ８６ 

２ 
一般社団法人かながわ土地建物保全

協会（横浜市） 
４０ ３０ １６ ８６ 

 

 (3) 行政改革推進本部における選定結果 

株式会社東急コミュニティーを指定管理者候補として選定する。 
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施設番号３：県営住宅（川崎地域） 

(1) 指定管理者候補選定理由 

指定管理者候補 一般社団法人かながわ土地建物保全協会 

選定 

理由 

神奈川県県土整備局指定管理者選定審査委員会住宅部会（外部評価委員会

）での評価結果を確認したところ、選定基準に沿った適切な評価が行われ、

順位が付けられている。 

 第１順位の一般社団法人かながわ土地建物保全協会の提案は、外部評価委

員会の評価どおり、地域と連携した魅力ある施設づくりの項目や管理経費の

節減等の項目が高く評価できる。 

 第２順位の株式会社東急コミュニティーの提案は、全般的に高く評価でき

るが、管理経費の節減等の項目で、第１順位の一般社団法人かながわ土地建

物保全協会に及ばない。 

(2) 神奈川県県土整備局指定管理者選定審査委員会住宅部会の評価点 

順

位 
団体名（所在地） 

選定基準大項目別点数 
合計点 

 

(100点) 

サービス 
の向上 
 

(50点) 

管理 
経費の 
節減等 
(30点) 

団体の
業務遂
行能力 
(20点) 

１ 
一般社団法人かながわ土地建物保全

協会（横浜市） 
４０ ２９ １６ ８５ 

２ 
株式会社東急コミュニティー 

（東京都世田谷区） 
４０ ２５ １８ ８３ 

 

 (3) 行政改革推進本部における選定結果 

一般社団法人かながわ土地建物保全協会を指定管理者候補として選定する。 

 

施設番号４：県営住宅（相模原等地域） 

(1) 指定管理者候補選定理由 

指定管理者候補 一般社団法人かながわ土地建物保全協会 

選定 

理由 

神奈川県県土整備局指定管理者選定審査委員会住宅部会（外部評価委員会

）での評価結果を確認したところ、選定基準に沿った適切な評価が行われ、

順位が付けられている。 

 第１順位の一般社団法人かながわ土地建物保全協会の提案は、外部評価委

員会の評価どおり、地域と連携した魅力ある施設づくりの項目や管理経費の

節減等の項目が高く評価できる。 

 第２順位の株式会社東急コミュニティーの提案は、全般的に高く評価でき

るが、管理経費の節減等の項目で、第１順位の一般社団法人かながわ土地建

物保全協会に及ばない。 
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(2) 神奈川県県土整備局指定管理者選定審査委員会住宅部会の評価点 

順

位 
団体名（所在地） 

選定基準大項目別点数 
合計点 

 

(100点) 

サービス 
の向上 
 

(50点) 

管理 
経費の 
節減等 
(30点) 

団体の
業務遂
行能力 
(20点) 

１ 
一般社団法人かながわ土地建物保全

協会（横浜市） 
４０ ２９ １６ ８５ 

２ 
株式会社東急コミュニティー 

（東京都世田谷区） 
４０ ２６ １８ ８４ 

選外 

※ 
共同企業体ウイッツ（相模原市） － － － － 

※申請資格を満たしていなかったため選外とした。 

 

 (3) 行政改革推進本部における選定結果 

一般社団法人かながわ土地建物保全協会を指定管理者候補として選定する。 

 

施設番号５：厚生住宅及び県営住宅（横須賀三浦地域） 

(1) 指定管理者候補選定理由 

指定管理者候補 一般社団法人かながわ土地建物保全協会 

選定 

理由 

神奈川県県土整備局指定管理者選定審査委員会住宅部会（外部評価委員会

）での評価結果を確認したところ、選定基準に沿った適切な評価が行われ、

順位が付けられている。 

  第１順位の一般社団法人かながわ土地建物保全協会の提案は、外部評価委

員会の評価どおり、地域と連携した魅力ある施設づくりの項目や管理経費の

節減等の項目が高く評価できる。 

 第２順位の株式会社東急コミュニティーの提案は、全般的に高く評価でき

るが、管理経費の節減等の項目で、第１順位の一般社団法人かながわ土地建

物保全協会に及ばない。 

(2) 神奈川県県土整備局指定管理者選定審査委員会住宅部会の評価点 

順

位 
団体名（所在地） 

選定基準大項目別点数 
合計点 

 

(100点) 

サービス 
の向上 
 

(50点) 

管理 
経費の 
節減等 
(30点) 

団体の
業務遂
行能力 
(20点) 

１ 
一般社団法人かながわ土地建物保全

協会（横浜市） 
４０ ２９ １６ ８５ 

２ 
株式会社東急コミュニティー 

（東京都世田谷区） 
４０ ２５ １８ ８３ 

 (3) 行政改革推進本部における選定結果 

一般社団法人かながわ土地建物保全協会を指定管理者候補として選定する。 
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４ 議事録（要約） 

（黒川副知事） 

「指定管理者候補の選定について」、事務局から説明をお願いします。 

（行政管理課長） 

６月の第２回定例会の議案となる平成29年４月からの指定管理者候補の選定についてご審議い

ただきます。 

今回の選定対象は５募集単位で、いずれも公募です。 

今回、５つとも60点の最低基準点を下回る評価はありませんでした。 

それでは、各施設について、外部評価委員会での評価と局意見について、概要をご説明します。 

神奈川県立のビジターセンターは、指定管理者候補の評価結果のとおり、利用促進を図る企画が充

実している点などを評価いただいております。 

環境農政局としては、外部評価委員会の評価のとおり、公益財団法人神奈川県公園協会を指定

管理者候補としたいというものです。 

県営住宅（横浜等地域）は、応募者は株式会社東急コミュニティーと一般社団法人かながわ土

地建物保全協会の２者で、評価点は同点となりました。 

外部評価委員会では、株式会社東急コミュニティーは、公平・公正な対応の徹底、個人情報保

護やコンプライアンスに関する取組みの充実などが評価されています。 

 一方、一般社団法人かながわ土地建物保全協会は、優れた業務の実施体制、十分な管理経費の

節減努力などが評価されています。 

 同点とはなりましたが、横浜等地域は管理戸数が多いこと、地域の広がりもあることから、株

式会社東急コミュニティーが持つバックアップ体制がより生かされることが高く評価され、株式

会社東急コミュニティーが第一順位とされたところです。 

県土整備局としては、外部評価委員会の評価のとおり、株式会社東急コミュニティーを指定管

理者候補としたいというものです。 

県営住宅（川崎地域）の応募者は株式会社東急コミュニティーと一般社団法人かながわ土地建

物保全協会の２者で、点数が高かったのは一般社団法人かながわ土地建物保全協会です。外部評

価委員会では、優れた業務の実施体制、十分な管理経費の節減努力などが評価されました。 

県土整備局としては、外部評価委員会の評価のとおり、一般社団法人かながわ土地建物保全協

会を指定管理者候補としたいというものです。 

県営住宅（相模原等地域）は、今回、３者から応募がありましたが、うち１者は県税の未納が

あり申請資格を満たしていないため選外としました。残りの２者は、株式会社東急コミュニティ

ーと一般社団法人かながわ土地建物保全協会で、点数が高かったのは一般社団法人かながわ土地

建物保全協会です。外部評価委員会では、優れた業務の実施体制、十分な管理経費の節減努力な

どが評価されました。 

県土整備局としては、外部評価委員会の評価のとおり、一般社団法人かながわ土地建物保全協

会を指定管理者候補としたいというものです。 

県営住宅（横須賀三浦地域）の応募者は株式会社東急コミュニティーと一般社団法人かながわ

土地建物保全協会の２者で、点数が高かったのは一般社団法人かながわ土地建物保全協会です。

外部評価委員会では、優れた業務の実施体制、十分な管理経費の節減努力などが評価されました。 

県土整備局としては、外部評価委員会の評価のとおり、一般社団法人かながわ土地建物保全協
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会を指定管理者候補としたいというものです。 

（黒川副知事） 

今の説明につきまして、まずは神奈川県立のビジターセンターについて、ご意見、ご質問をお願

いします。 

（環境農政局長） 

神奈川県立のビジターセンターの公益財団法人神奈川県公園協会の評価について、「管理経費の

節減等」の「節減努力等」の評価点は25点中４点と低いですが、ビジターセンター５館体制のも

とでは県が委託した平成18年度から平成26年度の間で７％の管理経費を節減しており、十分な努

力がされています。 

また、「サービスの向上」では、丹沢の自然をよく把握したきめ細かなプログラムを用意して

いる点も評価できます。 

（黒川副知事） 

他にありますか。 

環境農政局の案のとおりということでよろしいでしょうか。 

（一同異議なし） 

それでは、公益財団法人神奈川県公園協会を指定管理者候補とします。 

次に、県営住宅についてお願いします。 

（県土整備局長） 

横浜等地域は、外部評価委員会では、株式会社東急コミュニティーと一般社団法人かながわ土

地建物保全協会の評価点が同点となりました。外部評価委員会からは、横浜等地域は管理戸数が

非常に多いということや地域的な広がりもあることから株式会社東急コミュニティーの持つバッ

クアップ体制がより生かされるということで、株式会社東急コミュニティーを第一順位にすると

いう評価をいただいております。 

「管理経費の節減等」においては、一般社団法人かながわ土地建物保全協会の評価点が高かっ

たのですが、それを踏まえても、株式会社東急コミュニティーの方が優れているという評価でし

た。 

両者とも指定管理者として十分な能力を有していると考えられますが、県土整備局としては、

県民の生活の質を高めるという観点から、外部評価委員会の評価に同意します。 

（産業労働局長） 

団体の業務遂行能力で２点差がついていますが、具体的には、どのような点が評価されたので

すか。 

（県土整備局長） 

具体的には、株式会社東急コミュニティーの地域ごとに事務所を設置する体制や人員配置など

が評価されています。それから、他県での豊富な経験もありますし、例えば本県で地震があって

もすぐに他の地域から応援が望める、そういったことも株式会社東急コミュニティーが優位とな

った点です。 

（黒川副知事） 

一般社団法人かながわ土地建物保全協会で過去に不祥事がありましたが、この件について、

外部評価委員会においてどのように評価されましたか。 
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（県土整備局長） 

不祥事があった後、どのような対応をしたか、どのような再発防止策を講じたかによって評

価をしています。不祥事後の対応や再発防止策の構築ができているため、この部分では普通と

評価できます。 

一方、株式会社東急コミュニティーは、不祥事の有無に関わらずコンプライアンスの取組み

がより充実していたということで４点となり、この部分で一般社団法人かながわ土地建物保全

協会より１点上回りました。 

（安全防災局長） 

横浜等地域において、株式会社東急コミュニティーは支店が多いとか、機動性があるとか、

何か優位性があるのですか。 

（県土整備局長） 

活動拠点は一般社団法人かながわ土地建物保全協会より多く、そのような点も評価されまし

た。 

（黒川副知事） 

他にありますか。 

横浜等地域以外の地域については何かありますか。 

県土整備局の案のとおりということでよろしいでしょうか。 

（一同異議なし） 

それでは、横浜等地域は株式会社東急コミュニティーを、川崎地域、相模原等地域及び横須賀

三浦地域は一般社団法人かながわ土地建物保全協会を指定管理者候補とします。 

担当局は指定議案の提出に向けて作業を進めてください。 

以上 

 

 


